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各地方整備局総務部長 あて

各地方整備局企画部長 あて
各地方整備局営繕部長 あて

国土交通省大臣官房地方課長

国土交通省大臣官房技術調査課長
国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課長

「一般競争入札方式の実施に伴う手続の運用について」の一部改正について

「一般競争入札方式の実施に伴う手続の運用について」（平成６年６月２１日付け建設
省厚発第２６２号、建設省技調発第１３１号）の一部を下記のとおり改正し、平成１６年

７月１５日以降に入札の公告を行う一般競争入札から適用することとしたので、遺憾なき
よう措置されたい。

記

記２ 中 「○○地方建設局」を「○○地方整備局」に、「（昭和２７年法律第１７(1)
２号）」を「（平成１４年法律第１５４号）」に、「○○地方建設局長」を「○○地方整

備局長」に改め、記２ 中「○○地方建設局」を「○○地方整備局」に改める。(2)
記１０を記１１とする。
記９中「「工事現場における適切な施工体制の確保等について」（平成１０年１２月２

５日付け建設省厚契発第７０号、建設省技調発第２５１号、建設省営計発第１３５号）」
を「「工事現場等における施工体制の点検要領」（平成１３年３月３０日付け国官地第２

２号、国官技第６８号、国営計第７９号）５． 」に改め、記９を記１０とする。2)
記８を記９とし、記７を記８とし、記６を記７とする。
記５中 を とし、 の次に次のように加える。(2) (4) (1)

官房長通達別添２（標準入札説明書例）７ の「工事成績評定通知書」とは、次(2) (4)
に掲げるものをいうこと。



① 旧「地方建設局請負工事成績評定要領」（昭和４２年３月３０日付け建設省官技

第１５号）の別記様式第２の工事成績評定通知書
② 旧「官庁営繕部請負工事成績評定要領」（昭和５４年６月２２日付け建設省営監

第１３号）の別記様式第２の工事成績評定通知書
③ 「請負工事成績評定要領の運用について」（平成１３年３月３０日付け国官技第
９３号）の別添４の別記様式第１の工事成績評定通知書

④ 「営繕工事に係る請負工事成績評定要領の運用について」（平成１３年３月３０
日付け国営技第３２号）の別添４の別記様式第１の工事成績評定通知書

⑤ 「官庁営繕部請負工事成績評定要領の運用について」（平成１３年３月３０日付

け国営計第８８号、国営技第３４号）の別添４の別記様式第１の工事成績評定通知
書

評定の結果の通知を受けた者から、紛失等により、官房長通達別添２（標準入札説(3)
明書例）記７ の規定により提出すべき工事成績評定通知書の写しの交付を求めら(4)
れたときは、当該工事成績評定通知書の写し又はこれに準ずるものを交付すること。

記５を記６とする。
記４ を削り、記４ 中「全て」を「すべて」に改め、記４ を記４とし、記４を記(1) (2) (2)

５とする。

記３中「地方建設局長」を「地方整備局長」に改め、記３を記４とする。
記２の次に次のように加える。

３ 競争参加資格における同種工事施工実績及び同種工事経験について
官房長通達記３ ④及び⑤の「国土交通省の所掌する工事のうち一定のもの」と(1) (1)
は、次に掲げる工事（平成８年４月１日以降に完成したものに限る。）をいうこと。

① 大臣官房官庁営繕部所掌の工事
② 地方整備局所掌の工事（港湾空港関係を除く。）
官房長通達記３ ④及び⑤の「一定の点数」とは、６５点をいうこと。(2) (1)


